
地 方 教 育 行 政 の 組 織 及 び 運 営 に 関 す る 法 律 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 の 施 行 に 伴 う 関 係 条 例 の 整 備 に 関 す る 条 例

（ 徳 島 県 教 育 委 員 会 委 員 定 数 条 例 の 一 部 改 正 ）

第 一 条 徳 島 県 教 育 委 員 会 委 員 定 数 条 例 （ 平 成 十 二 年 徳 島 県 条 例 第 六 十 一 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

「 六 人 」 を 「 五 人 」 に 改 め る 。

（ 教 育 長 の 給 与 、 勤 務 時 間 そ の 他 の 勤 務 条 件 に 関 す る 条 例 の 一 部 改 正 ）

第 二 条 教 育 長 の 給 与 、 勤 務 時 間 そ の 他 の 勤 務 条 件 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 四 十 年 徳 島 県 条 例 第 三 十 四 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

題 名 を 次 の よ う に 改 め る 。

教 育 長 の 給 与 そ の 他 の 勤 務 条 件 及 び 職 務 に 専 念 す る 義 務 の 特 例 に 関 す る 条 例

第 一 条 を 次 の よ う に 改 め る 。

（ 趣 旨 ）

第 一 条 こ の 条 例 は 、 地 方 自 治 法 （ 昭 和 二 十 二 年 法 律 第 六 十 七 号 ） 第 二 百 四 条 第 二 項 及 び 第 三 項 並 び に 地 方 教 育 行 政 の 組 織 及 び 運 営 に 関 す る 法 律 （ 昭 和 三 十

一 年 法 律 第 百 六 十 二 号 ） 第 十 一 条 第 五 項 の 規 定 に 基 づ き 、 教 育 長 の 給 与 そ の 他 の 勤 務 条 件 及 び 職 務 に 専 念 す る 義 務 の 特 例 に 関 し 必 要 な 事 項 を 定 め る も の と

す る 。

第 五 十 一 号
地 方 教 育 行 政 の 組 織 及 び 運 営 に 関 す る 法 律 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 の 施 行 に 伴 う 関 係 条 例 の 整 備 に 関 す る

条 例 の 制 定 に つ い て

地 方 教 育 行 政 の 組 織 及 び 運 営 に 関 す る 法 律 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 の 施 行 に 伴 う 関 係 条 例 の 整 備 に 関 す る 条 例 を 次

の よ う に 定 め る 。

平 成 二 十 七 年 二 月 十 二 日 提 出

徳 島 県 知 事 飯 泉 嘉 門

第 五 十 一 号 地 方 教 育 行 政 の 組 織 及 び 運 営 に 関 す る 法 律 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 の 施 行 に 伴 う 関 係 条 例 の 整 備 に 関 す る 条 例 の 制 定 に つ い て
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第 二 条 第 二 項 中 「 に よ り 、 教 育 委 員 会 が 知 事 と 協 議 し て 定 め る 」 を 「 に よ る 」 に 改 め る 。

第 三 条 中 「 定 め る と こ ろ 」 を 「 適 用 を 受 け る 企 業 局 長 の 例 」 に 改 め る 。

第 五 条 の 見 出 し を 「 （ そ の 他 の 勤 務 条 件 ） 」 に 改 め 、 同 条 中 「 勤 務 時 間 そ の 他 の 」 を 削 り 、 「 に つ い て は 」 の 下 に 「 、 前 三 条 に 定 め る も の の ほ か 」 を 加 え る 。

本 則 に 次 の 一 条 を 加 え る 。

（ 職 務 に 専 念 す る 義 務 の 免 除 ）

第 六 条 教 育 長 は 、 教 育 委 員 会 が 定 め る 場 合 に お い て は 、 あ ら か じ め 教 育 委 員 会 の 承 認 を 得 て 、 そ の 職 務 に 専 念 す る 義 務 を 免 除 さ れ る こ と が で き る 。

（ 徳 島 県 職 員 定 数 条 例 の 一 部 改 正 ）

第 三 条 徳 島 県 職 員 定 数 条 例 （ 昭 和 二 十 四 年 徳 島 県 条 例 第 十 四 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 一 条 中 「 教 育 長 及 び 」 を 削 る 。

（ 職 員 の 旅 費 に 関 す る 条 例 の 一 部 改 正 ）

第 四 条 職 員 の 旅 費 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 二 十 七 年 徳 島 県 条 例 第 九 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 二 条 第 一 項 第 一 号 及 び 第 三 十 二 条 第 一 項 第 一 号 ロ 中 「 、 病 院 事 業 管 理 者 及 び 教 育 長 」 を 「 及 び 病 院 事 業 管 理 者 」 に 改 め る 。

（ 特 別 職 の 職 員 の 報 酬 及 び 費 用 弁 償 に 関 す る 条 例 の 一 部 改 正 ）

第 五 条 特 別 職 の 職 員 の 報 酬 及 び 費 用 弁 償 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 三 十 四 年 徳 島 県 条 例 第 五 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 三 条 中 第 二 項 を 削 り 、 第 三 項 を 第 二 項 と す る 。

別 表 教 育 委 員 会 の 項 を 次 の よ う に 改 め る 。

教 育 委 員 会 委 員 日 額 二 七 、 一 ○ ○ 円

副 知 事 及 び 識 見 を 有 す る 者 の う ち か ら 選 任 さ れ た 常

勤 の 監 査 委 員 が 職 員 の 旅 費 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 二 十

七 年 徳 島 県 条 例 第 九 号 ） の 規 定 に 基 づ い て 受 け る 旅

費 の 額 に 相 当 す る 額 （ 以 下 「 副 知 事 等 相 当 額 」 と い

う 。 ）

（ 徳 島 県 の 公 務 員 倫 理 に 関 す る 条 例 の 一 部 改 正 ）

第 六 条 徳 島 県 の 公 務 員 倫 理 に 関 す る 条 例 （ 平 成 十 五 年 徳 島 県 条 例 第 三 十 三 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 二 条 第 一 項 中 「 副 知 事 」 の 下 に 「 、 教 育 長 」 を 加 え る 。
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（ 徳 島 県 吏 員 恩 給 条 例 の 一 部 改 正 ）

第 七 条 徳 島 県 吏 員 恩 給 条 例 （ 昭 和 二 十 三 年 徳 島 県 条 例 第 四 十 七 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 十 三 条 第 一 項 第 六 号 中 「 地 方 教 育 行 政 の 組 織 及 び 運 営 に 関 す る 法 律 」 を 「 地 方 教 育 行 政 の 組 織 及 び 運 営 に 関 す る 法 律 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 （ 平 成 二 十 六

年 法 律 第 七 十 六 号 ） に よ る 改 正 前 の 地 方 教 育 行 政 の 組 織 及 び 運 営 に 関 す る 法 律 」 に 改 め る 。

（ 職 員 の 退 職 手 当 に 関 す る 条 例 の 一 部 改 正 ）

第 八 条 職 員 の 退 職 手 当 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 二 十 九 年 徳 島 県 条 例 第 三 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 一 条 第 五 号 中 「 （ 教 育 長 を 除 く 。 ） 」 を 削 る 。

附 則

（ 施 行 期 日 ）

1 こ の 条 例 は 、 平 成 二 十 七 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

（ 徳 島 県 教 育 委 員 会 委 員 定 数 条 例 の 一 部 改 正 に 伴 う 経 過 措 置 ）

2 地 方 教 育 行 政 の 組 織 及 び 運 営 に 関 す る 法 律 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 （ 平 成 二 十 六 年 法 律 第 七 十 六 号 。 以 下 「 改 正 法 」 と い う 。 ） 附 則 第 二 条 第 一 項 の 規 定 に よ

り 教 育 長 が 在 職 す る 場 合 に お い て は 、 第 一 条 の 規 定 に よ る 改 正 後 の 徳 島 県 教 育 委 員 会 委 員 定 数 条 例 の 規 定 は 適 用 せ ず 、 同 条 の 規 定 に よ る 改 正 前 の 徳 島 県 教 育

委 員 会 委 員 定 数 条 例 の 規 定 は 、 な お そ の 効 力 を 有 す る 。

（ 教 育 長 の 給 与 、 勤 務 時 間 そ の 他 の 勤 務 条 件 に 関 す る 条 例 の 一 部 改 正 に 伴 う 経 過 措 置 ）

3 前 項 に 規 定 す る 場 合 に お い て は 、 第 二 条 の 規 定 に よ る 改 正 後 の 教 育 長 の 給 与 そ の 他 の 勤 務 条 件 及 び 職 務 に 専 念 す る 義 務 の 特 例 に 関 す る 条 例 第 一 条 、 第 二 条

第 二 項 、 第 五 条 及 び 第 六 条 の 規 定 は 適 用 せ ず 、 第 二 条 の 規 定 に よ る 改 正 前 の 教 育 長 の 給 与 、 勤 務 時 間 そ の 他 の 勤 務 条 件 に 関 す る 条 例 第 一 条 、 第 二 条 第 二 項 及

び 第 五 条 の 規 定 は 、 な お そ の 効 力 を 有 す る 。

（ 特 別 職 の 職 員 の 報 酬 及 び 費 用 弁 償 に 関 す る 条 例 の 一 部 改 正 に 伴 う 経 過 措 置 ）

4 附 則 第 二 項 に 規 定 す る 場 合 に お い て は 、 第 五 条 の 規 定 に よ る 改 正 後 の 特 別 職 の 職 員 の 報 酬 及 び 費 用 弁 償 に 関 す る 条 例 別 表 教 育 委 員 会 委 員 の 項 の 規 定 は 適 用

せ ず 、 同 条 の 規 定 に よ る 改 正 前 の 特 別 職 の 職 員 の 報 酬 及 び 費 用 弁 償 に 関 す る 条 例 第 三 条 第 二 項 及 び 別 表 教 育 委 員 会 の 項 の 規 定 は 、 な お そ の 効 力 を 有 す る 。

（ 徳 島 県 の 公 務 員 倫 理 に 関 す る 条 例 の 一 部 改 正 に 伴 う 経 過 措 置 ）

5 改 正 法 附 則 第 二 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 在 職 す る 教 育 長 の 職 務 に 係 る 倫 理 の 保 持 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。
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提 案 理 由

地 方 教 育 行 政 の 組 織 及 び 運 営 に 関 す る 法 律 の 一 部 が 改 正 さ れ 、 教 育 長 が 常 勤 の 特 別 職 に 属 す る 職 員 と さ れ た こ と 等 に 伴 い 、 関 係 条 例 に つ い て 所 要 の 整 備 を 行

う 必 要 が あ る 。 こ れ が 、 こ の 条 例 案 を 提 出 す る 理 由 で あ る 。
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